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▼
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

・
キ
ャ
ッ
プ
や
ラ
ベ
ル
は「
そ
の
他
プ
ラ

　

ス
チ
ッ
ク
」で
す
。

・
潰
さ
ず
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル

・
発
泡
箱
な
ど
に
貼
ら
れ
て
い
る
シ
ー
ル

　

や
テ
ー
プ
は
、
火
災
の
原
因
に
な
る
た

　

め
必
ず
は
が
し
て
く
だ
さ
い
。

・
中
を
確
認
す
る
た
め
、
必
ず
フ
タ
を
開

　

け
て
く
だ
さ
い
。
大
き
な
箱
は
ひ
も
で

　

束
ね
た
り
、
割
っ
て
出
し
て
も
か
ま
い

　

ま
せ
ん
。

・
容
器
に
直
接
印
字
さ
れ
て
い
る
ト
レ
イ

　

や
模
様
付
き
の
ト
レ
イ
は「
そ
の
他
プ

　

ラ
ス
チ
ッ
ク
」
で
す
。

▼
そ
の
他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

・
商
品
を
包
ん
で
い
た
フ
ィ
ル
ム
、
ラ
ッ

　

プ
に
付
い
て
い
る
価
格
シ
ー
ル
な
ど
簡

　

単
に
取
り
外
せ
な
い
も
の
は
そ
の
ま
ま

　

で
か
ま
い
ま
せ
ん
。

▼
ど
う
し
て
も
汚
れ
が
落
ち
な
い
も
の

　

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
、
そ
の
他
プ
ラ
ス

　

チ
ッ
ク
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は「
燃
や
す

　

ご
み
」、
空
き
缶
、
空
き
ビ
ン
は
「
燃

　

や
さ
な
い
ご
み
」で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
ひ
も
で
縛
っ
て
出
す
も
の

　

必
ず
十
字
に
し
っ
か
り
縛
っ
て
出
し
て

く
だ
さ
い
。
汚
れ
が
ひ
ど
い
も
の
は
「
燃

や
す
ご
み
」へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
紙
パ
ッ
ク

・
洗
っ
て
乾
か
し
て
、
開
い
た
状
態
で
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。

◦詳しい内容は直接お問い合わせください。
◦記事中の記号は次のとおりです。
　問：お問い合わせ先　☎：電話　℻：ファックス　E：メールアドレス
　　：ホームページ　　：お申し込み先　　：フェイスブック

○人口：5,238人（0人）
　【内外国人：198人】
○男♂：2,454人（+4人）
　【内外国人：24人】
○女♀：2,784人（-4人）
　【内外国人：174人】
○世帯：2,502戸（+3戸）
     【内外国人：183戸】
※（　）内数字は前月比

　

リ
サ
イ
ク
ル
資
源
が
正
し
く
分
別
さ
れ

ず
に
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
さ
れ
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
分
別
の
ル
ー

ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

◆
袋
で
出
す
も
の（
袋
は
45
ℓ
以
下
）

　

必
ず
中
を
洗
っ
て
乾
か
し
て
か
ら
、
中

身
が
確
認
で
き
る
透
明
・
半
透
明
の
袋
に

入
れ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
空
き
缶

・
大
き
さ
は
一
斗
缶
の
半
分
以
下
の
も
の

　

ま
で
で
す
。

・
金
属
の
キ
ャ
ッ
プ
や
フ
タ
は
「
燃
や
さ

　

な
い
ご
み
」で
す
。リ
ン
グ
プ
ル
は
付
い

　

た
ま
ま
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。

・
ス
チ
ー
ル
缶
と
ア
ル
ミ
缶
は
、
一
緒
の

　

袋
に
入
れ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。

・
潰
さ
ず
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
空
き
ビ
ン

・
割
れ
た
ビ
ン
や
油
使
用
の
ビ
ン
、
金
属

　

キ
ャ
ッ
プ
は「
燃
や
さ
な
い
ご
み
」、
プ

　

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
キ
ャ
ッ
プ
は「
そ
の

　

他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
」で
す
。

・
糊
付
け
の
ラ
ベ
ル
は
そ
の
ま
ま
で
か
ま

　

い
ま
せ
ん
。

・
乳
白
色
の
ビ
ン
は「
燃
や
さ
な
い
ご
み
」

　

で
す
。

・
中
が
銀
色
の
も
の
は「
燃
や
す
ご
み
」で

　

す
。

▽
ダ
ン
ボ
ー
ル
・
厚
紙

・
箱
の
ま
ま
で
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
必
ず

　

開
い
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ラ
ベ
ル
、
テ
ー
プ
、　

金
具
な
ど
は
外

　

し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
雑
誌
・
本
類

・
コ
ピ
ー
用
紙
、
カ
レ
ン
ダ
ー
、
封
筒
、

　

紙
袋
、
包
装
紙
な
ど
を
含
み
ま
す
。

▽
新
聞
・
チ
ラ
シ

　

そ
の
他
分
別
に
関
し
て
は
、
各
家
庭
に

配
布
済
み
の「
分
別
の
手
引
き（
２
０
１
７

年
改
訂
版
）」ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
町
民
課
生
活
環
境
係

☎
２
・
１
２
１
３

人
の
う
ご
き　

８
月
末

↓

↓

↓↓ ↓
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◆
町
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
介
護
職
員

業
務
内
容
：
介
護
業
務
全
般

勤
務
時
間
：
シ
フ
ト
制（
夜
勤
あ
り
）

資　
　

格
：
介
護
福
祉
士
等
の
資
格

※
資
格
の
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

さ
い
。

採
用
条
件
：
施
設
ま
で
通
勤
が
可
能
な
方

※
町
外
在
住
者
可

申
込
期
限
：
随
時
受
付

◆
町
立
佐
呂
間
保
育
所
保
育
士

募
集
人
員
：
若
干
名

応
募
資
格

　

保
育
士
資
格
お
よ
び
幼
稚
園
教
諭
二
種

　

免
許
両
取
得
者
ま
た
は
両
資
格
取
得
見

　

込
の
方

申
込
方
法

　

新
卒
者
以
外
は
、履
歴
書（
写
真
添
付
）、

　

保
育
士
資
格
証
明
書
お
よ
び
幼
稚
園
教

　

諭
二
種
免
許
状
の
写
し
を
、

　

新
卒
者
は
、
履
歴
書（
写
真
添
付
）、
両

　

資
格
取
得
見
込
証
明
書
、成
績
証
明
書
、

　

推
薦
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送
で
提
出

申
込
期
限
：
10
月
19
日（
金
）

採
用
予
定
：
平
成
31
年
４
月
１
日

・
問
総
務
課
総
務
係（
両
募
集
共
通
）

☎
２
・
１
２
１
１

　

町
税
・
保
険
料
の
納
期
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

◆
町
道
民
税（
３
期
）

◆
国
民
健
康
保
険
税（
４
期
）

問
企
画
財
政
課
町
民
税
係
・
徴
収
対
策
室

☎
２
・
１
２
１
４

◆
介
護
保
険
料（
４
期
）

問
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

☎
２
・
１
２
１
２

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（
４
期
）

問
町
民
課
医
療
保
険
係

☎
２
・
１
２
１
３

◆
納　
　

期
：
10
月
31
日

◆
口
座
振
替
：
10
月
25
日

※
諸
事
情
に
よ
り
「
納
期
限
ま
で
に
納
め

　

ら
れ
な
い
」「
一
度
に
納
め
ら
れ
な
い
」

　

な
ど
の
納
税
の
相
談
や
、
不
明
な
点
が

　

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

自衛官候補生　１８歳以上２７歳未満の方
　試験日程：１０月２１日・２２日
　　　　　　いずれか１日で実施
　募集締切：１０月１５日（月）

問自衛隊旭川地方協力本部遠軽地域事務所
　（遠軽町岩見通南３丁目）
☎０１５８－４２－６６１６

団　　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃

西富
１階 ３LDK ４戸 15,200 円～

２階 ３LDK ４戸 15,200 円～

宮前 １階 ２LDK ２戸 20,600 円～

栄 １階 ３LDK ２戸 15,300 円～

若佐第２ ２階 ３LDK １戸 15,700 円～

若佐第１

平屋

３DK １戸 8,800 円～

浜佐呂間
第２

２DK １戸 5,600 円～

３DK ２戸 6,500 円～

若里 ３DK ２戸 9,200 円～

緑園 ３DK ６戸 7,600 円～

◆中堅所得者向け住宅

団　　　地 居住階 間取り 戸 数 家　賃
宮前 １階 ２LDK １戸 40,700 円～

　９月１３日現在の町営住宅の空き状況をお知らせ
します。入居申込など詳しい内容は、お問い合わせ
ください。問建設課管理係　☎２－１２１０

　

平
成
30
年
11
月
１
日
現
在
で｢

２
０
１

８
年
漁
業
セ
ン
サ
ス
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

本
調
査
は
、
漁
業
の
生
産
構
造
、
就
業

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、漁
村
、

水
産
物
流
通
・
加
工
業
な
ど
の
漁
業
を
と

り
ま
く
実
態
と
変
化
を
総
合
的
に
把
握
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
統
計
法
に
基
づ
い
て

５
年
ご
と
に
行
う
大
規
模
な
調
査
で
す
。

問
企
画
財
政
課
計
画
係

☎
２
・
１
２
１
４
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つ
な
が
る
な
ど
、
私
た
ち
の
健
康
に
重
大

な
影
響
を
与
え
る
悪
質
な
犯
罪
で
す
。

　

道
で
は
、
不
正
軽
油
撲
滅
に
向
け
て
関

係
機
関
と
連
携
し
、
取
締
り
を
さ
ら
に
強

化
し
ま
す
。

問
不
正
軽
油
ス
ト
ッ
プ
１
１
０
番

☎
０
８
０
０
・
８
０
０
２
・
１
１
０

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局

　

北
見
道
税
事
務
所

☎
０
１
５
７
・
２
５
・
８
６
８
４

◆
事
業
主（
使
用
者
）の
み
な
さ
ま
へ

　

来
年
度
の
業
務
計
画
等
の
作
成
に
当
た

り
、
従
業
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を

十
分
に
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
年
次
有
給

休
暇
の
計
画
的
付
与
制
度
の
導
入
を
検
討

し
ま
し
ょ
う
。

　

労
働
基
準
法
が
改
正
さ
れ
、
平
成
31
年

４
月
よ
り
、
使
用
者
は
、
10
日
以
上
の
年

次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
る
全
て
の
労
働

者
に
対
し
、
毎
年
５
日
、
時
季
を
指
定
し

て
有
給
休
暇
を
与
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
こ
の
時
季
指
定
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
５
日
に
つ
い
て
、
計
画
的

付
与
制
度
を
は
じ
め
、
労
働
者
が
取
得
し

た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
分
は
時
季
指
定

の
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

問
遠
紋
地
域
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
４
０
３
７

　

造
林
木
に
食
害
を
及
ぼ
す
野
ね
ず
み
の

駆
除
を
目
的
と
し
て
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に

よ
る
殺
そ
剤
の
空
中
散
布
を
実
施
し
ま

す
。ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
散
布
実
施
日
：
10
月
16
・
17
日

※
天
候
等
に
よ
り
日
程
を
変
更
す
る
場
合

　

が
あ
り
ま
す

◆
散
布
時
間（
予
定
）：
８
時
～
16
時
ま
で

◆
散
布
区
域
：
佐
呂
間
町
内
の
民
有
林
内

　
　
　
　
　
　
（
町
有
・
私
有
林
の
一
部
）

◆
薬
剤
の
種
類
：
リ
ン
化
亜
鉛
１
％
粒
剤

　
（
農
薬
取
締
法
に
よ
り
登
録
済
み
）

◆
散
布
面
積
：
６
４
６
ha

◆
散
布
量
：
１
ha
当
た
り
８
０
０
ｇ

　
　
　
　
　
（
１
ｋ
ｇ
当
た
り
６
千
粒
）

◆
事
業
実
施
者
：
佐
呂
間
町

　
　
　
　
　
　
　

佐
呂
間
町
森
林
組
合

問
経
済
課
林
務
係

☎
２
・
１
２
０
０

問
佐
呂
間
町
森
林
組
合

☎
２
・
３
６
０
６

　

不
正
軽
油
と
は
、
軽
油
に
灯
油
や
重
油

を
混
ぜ
た
り
、
軽
油
以
外
の
石
油
製
品
か

ら
軽
油
を
密
造
し
た
も
の
な
ど
を
い
い
、

こ
れ
ら
を
製
造
・
販
売
・
使
用
す
る
こ
と

は
、
脱
税
行
為
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
大

気
汚
染
や
硫
酸
ピ
ッ
チ
の
不
法
投
棄
に
も

　佐呂間町では、平成３１年１月１３日に成人式
の開催を予定しています。つきましては、平成
３１年の成人式対象者を、各自治会を通して回覧
文書にご記入いただくか、教育委員会まで直接ご
報告いただきますよう、ご協力をお願いいたしま
す。
※現在、町内に居住していない（住民票が本町に
　ない）が、本町での成人式に出席を希望する新
　成人がいる場合もご報告願います。

◆成人式対象者（誕生日が以下の期間内の方）
　平成１０年４月２日～平成１１年４月１日

問教育委員会社会教育課社会教育係
☎２・１２９５

　７００MHz 帯周波数を利用する特定基地局の
開設認定を受けた携帯電話事業者が１１月２２日

（木）に試験電波の発射を予定しております。
　これに伴い、ご家庭のテレビの映像に影響がで
る場合があります。
　テレビ受信に影響のでるおそれがある地域のテ
レビ視聴者のご家庭には、あらかじめチラシを投
函してお知らせいたします。
　また、試験電波発射後にテレビの映像が「乱れ
る」「映らない」などの影響が出た場合は、下記コー
ルセンターへ連絡願います。

問700MHz テレビ受信障害対策コールセンター
☎０１２０・７００・０１２（フリーダイヤル）
☎０５０・３７８６・０７００（ＩＰ電話）
※受付時間：９時～２２時（年中無休）
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北
見
児
童
相
談
所
に
は
、「
虐
待
」・「
傷

病
」・「
離
婚
」
な
ど
様
々
な
理
由
に
よ
り
、

家
庭
で
生
活
で
き
な
い
子
ど
も
の
相
談
が

あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

オ
ホ
ー
ツ
ク
管
内
で
は
、
子
ど
も
の
年

齢
や
里
親
さ
ん
と
の
相
性
な
ど
も
考
慮
し

て
委
託
先
を
決
め
る
た
め
、
管
内
各
地
に

里
親
さ
ん
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ

ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
里
親
と
し
て
登
録
し
て
い
た
だ

き
、
家
庭
に
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
達
の
養

育
を
担
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

問
保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
２
・
１
２
１
２

問
北
海
道
北
見
児
童
相
談
所

☎
０
１
５
７
・
２
４
・
３
４
９
８

　

簿
記
の
資
格
取
得
、
文
書
作
成
・
表
計

算
ソ
フ
ト
講
習
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー
講
習

を
実
施
し
、
再
就
職
を
支
援
し
ま
す
。

◆
取
得
資
格
：
２
・
３
級
ワ
ー
プ
ロ
技
士

　　　　
　
　
　
　
　

２
・
３
級
表
計
算
技
士

◆
対
象
者
：
一
般
求
職
者

◆
定
員
：
15
名

◆
日
程
：
12
月
３
日
～
31
年
３
月
29
日

◆
提
出
書
類
：
願
書
・
健
康
自
己
申
告
書

◆
受
付
期
間
：
10
月
３
日
～
11
月
14
日

◆
費
用
：
無
料
（
テ
キ
ス
ト
・
検
定
受
験

　
　
　
　
　
　
　

費
用
は
実
費
負
担
）

　
・
問
北
見
公
共
職
業
安
定
所
遠
軽
出
張
所

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
２
７
７
９

　

北
海
道
労
働
委
員
会
で
は
、
退
職
の
強

要
や
賃
金
の
引
き
下
げ
、
各
種
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
な
ど
、
労
働
者
個
人
と
使
用
者
間
で

発
生
し
た
労
働
問
題
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル

に
つ
い
て
、
そ
の
解
決
を
支
援
す
る「
個

別
的
労
使
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
」を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

労
働
問
題
に
つ
い
て
専
門
知
識
や
経
験

者
な
ど
の
使
用
者
委
員
が
三
人
一
組
で

あ
っ
せ
ん
員
と
な
り
、
労
働
者
側
と
使
用

者
側
の
両
者
か
ら
事
情
を
聴
き
、
問
題
点

に
応
じ
た
助
言
等
を
行
っ
て
双
方
の
歩
み

寄
り
に
よ
る
解
決
を
目
指
し
ま
す
。

　

申
請
は
簡
単
・
無
料
で
、
秘
密
厳
守
の

上
、
迅
速
に
対
応
し
ま
す
。
札
幌
近
郊
以

外
の
方
に
は
、
現
地
に
出
向
い
て
申
請
受

付
や
あ
っ
せ
ん
を
行
い
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
北
海
道
労
働
委
員
会
事
務
局
調
整
課

☎
０
１
１
・
２
０
４
・
５
６
６
７

　

http://w
w

w
.pref.hokkaido.lg.jp/

rd/sm
s

　
「
里
親
」と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ

り
家
庭
で
暮
ら
せ
な
く
な
っ
た
子
ど
も
た

ち
を
自
分
の
家
庭
に
迎
え
入
れ
て
、
愛
情

と
ま
ご
こ
ろ
を
こ
め
て
養
育
し
て
く
だ
さ

る
方
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

サロマ福祉会送迎バスを売却いたします
◆車　　両　　　ニッサンシビリアン（車いす移動車）
◆種別用途　　　普通特殊　　
◆年　　式　　　平成１４年１１月　　　　　
◆定　　員　　　２４人　
◆走行距離　　　約３２７，３００km（Ｈ３０年９月現在）
◆車検満了日　　平成３０年１１月１８日
◆売却予定価格　９７，０００円　　　　　　　　　
◆売却条件　　　①町内在住の個人、または町内に事業所がある法人。
　　　　　　　　②車両引渡し後１０日以内に名義変更または登録抹消を完了すること。
　　　　　　　　③名義変更、登録抹消、車検、修理、消耗品等の車両に係る費用は全て購入　
　　　　　　　　　者の自己負担とします。
　　　　　　　　④転売目的による購入は認められません。　
◆申込方法　　　１０月２３日（火）までに総務課管財係へ申込書を提出願います。
　　　　　　　　申込用紙は総務課管財係に用意しています。
◆そ　の　他　　　・申込者が複数の場合には入札を予定しています。
　　　　　　　　・車両を見たい場合には事前に連絡願います。

問総務課管財係　☎２・１２１１
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納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた
場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成３０年１月から１２月までに納められた保険料の全額です。過去
の年度分や追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料
を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成３０年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、
年末調整や確定申告を行うときに領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必
要となります。
　このため、平成３０年１月１日から１０月１日までの間に国民年金保険料を納付された方には、
１１月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られる予定ですの
で、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。（９月下旬から
１１月上旬にかけてコンビニエンスストアで国民年金保険料を納付された一部の方は、１１月中
旬頃に送られる予定です。）
　また、平成３０年１０月２日から１２月３１日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納
められた方へは、翌年の２月上旬に送られる予定です。
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方と
なる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

日本年金機構からのお知らせ
通院交通費の助成に関するお知らせ

問北見年金事務所　　☎０１５７・３３・６００７（自動応答で１→２を選択）
問町民課戸籍年金係　☎２・１２１３

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！
　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」を行っ
ています。お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。
　◆予約相談希望日の 1 か月前から前日まで受付しています。
　◆お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意ください。
　ご予約方法は、全国共通の予約専用受付電話「０５７０－０５－４８９０」または、北見年金
事務所に、来所もしくは電話でお申込みください。

　

浜
佐
呂
間
、
幌
岩
、
浪
速
地
域
を
管
轄

し
て
い
る「
ほ
く
で
ん
常
呂
サ
ー
ビ
ス
店
」

が
10
月
31
日
を
も
っ
て
閉
店
し
ま
す
。

　

停
電
や
電
柱
・
電
線
な
ど
の
設
備
に
関

す
る
お
問
い
合
わ
せ
は「
ほ
く
で
ん
網
走

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
」で
対
応
し
ま

す
。

問
ほ
く
で
ん
網
走
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
・
０
６
０
・
２
３
９

◆
車
両
系
建
設
機
械
運
転
技
能
講
習 

▽
日　

程
：
11
月
３
日
・
４
日

▽
受
講
料
：
４
４
，
０
０
０
円

※
受
講
資
格
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
い

◆
小
型
車
両
系
特
別
教
育

▽
日　

程
：
11
月
５
日
・
６
日

▽
受
講
料
：
１
７
，
０
０
０
円

両
講
習
共
通
項
目

◆
開
催
場
所

　

遠
紋
地
域
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

◆
実
施
教
習
機
関

　

株
式
会
社
日
立
建
機
教
習
セ
ン
タ
ー

　

北
海
道
教
習
所

◆
申
込
期
限
：
10
月
16
日（
火
）ま
で

　

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

・
問
遠
紋
地
域
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
５
８
・
４
２
・
４
０
３
７
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日本年金機構からのお知らせ
通院交通費の助成に関するお知らせ

◆
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▽
香
典
返
し
を
廃
し
て

　

幸
町　
　

菅
原　

ア
ヱ
子　
　

さ
ん

　

仁
倉　
　

橋
本　

悦
郎　
　
　

さ
ん

　

西
富　
　

三
田　

テ
ル
子　
　

さ
ん

　

西
富　
　

田
中　

武　
　
　
　

さ
ん

▽
社
会
福
祉
事
業
に
対
し
て

　

佐
呂
間
町
商
工
会
青
年
部　
　

さ
ん

　

佐
呂
間
神
社
祭
典
委
員
会　
　

さ
ん

◆
東
若
寿
会
へ

　

東
京
都　

長
尾　

節
夫　
　
　

さ
ん

◆
日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部
へ

▽
胆
振
東
部
地
震
災
害
義
援
金

　

西
富　
　

田
中　

武　
　
　
　

さ
ん

　交通事故や飲食店等での食中毒など、第三者（加害者）の行為によってけがや病気になったとき、
本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、被保険者証を使って治療することができ
ます。治療費のうち後期高齢者医療制度の負担分については、後期高齢者医療制度が一時的に立
て替えて、後日加害者に請求することになります。
◇第三者の行為とは？
　・交通事故
　・他人の飼犬に噛まれた
　・購入食品や飲食店等での食中毒
　・暴力行為　など

◆申請に必要なもの

　 ▽ 第三者行為による被害届（町民課医療保険係の窓口にあります。）
　 ▽ 被保険者証

　 ▽ 被保険者の印鑑

　 ▽ 事故証明書（後日でも可）　など

～交通事故など、第三者の行為によりけがや病気になったとき～

第三者の行為による事故等があったときには
◆必ず医療機関に伝えましょう
　　医療機関に対して第三者の行為によるけがなどにより、保険証を使用して治療を受ける旨を
　しっかりと伝えましょう。
◆警察に届け出ましょう
　　交通事故のときは、けがの程度が軽くても必ず警察に届出し、人身事故として事故証明書を
　出してもらいましょう。
◆町にも必ず申請しましょう
　　法令により、速やかに後期高齢者医療広域連合に届出をすることが義務付けられていますの
　で、必ず町民課医療保険係へ第三者行為による被害届の申請をしてください。

問北海道後期高齢者医療広域連合　☎０１１・２９０・５６０１
問町民課医療保険係　☎２・１２１３

北海道最低賃金額が改定されました

　北海道内で事業を営む使用者およ
びその事業場で働くすべての労働者
に適用される北海道最低賃金額が次
のとおり改定されました。

時間額 ８３５円


